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恵那市民憲章 

 

わたくしたち恵那市民は 

一 仕事にはげみ 豊かなまちをつくりましょう 

一 自然を愛し 美しいまちをつくりましょう 

一 教養をたかめ 文化のまちをつくりましょう 

一 きまりを守り 住みよいまちをつくりましょう 

一 お互いに助け合い 明るいまちをつくりましょう 
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認第 １号 

 

   令和５年度恵那市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊

のとおり令和５年度恵那市一般会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 

 

 

認第 ２号 

 

   令和５年度恵那市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊

のとおり令和５年度恵那市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員

の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   
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認第 ３号 

 

   令和５年度恵那市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

   て 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊

のとおり令和５年度恵那市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意

見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 

 

認第 ４号 

 

   令和５年度恵那市遠山財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊

のとおり令和５年度恵那市遠山財産区特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   
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認第 ５号 

 

   令和５年度恵那市上財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊

のとおり令和５年度恵那市上財産区特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 

 

 

認第 ６号 

 

   令和５年度恵那市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊

のとおり令和５年度恵那市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、監査委員の

意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   
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認第 ７号 

 

   令和５年度恵那市水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

別冊のとおり令和５年度恵那市水道事業会計決算を、監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 

 

 

認第 ８号 

 

   令和５年度恵那市病院事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、 

別冊のとおり令和５年度恵那市病院事業会計決算を、監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   
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議第６４号 

 

   令和５年度恵那市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

１ 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、 

令和５年度恵那市下水道事業会計未処分利益剰余金５，５７９，１１０円を建

設改良積立金に積み立てる。 

２ 同法第３０条第４項の規定により、別冊のとおり令和５年度恵那市下水道事

業会計決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   
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議第６５号 

 

   令和５年度恵那市国民健康保険診療所事業会計利益の処分及び決算の認定

について 

 

１ 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、

令和５年度恵那市国民健康保険診療所事業会計未処分利益剰余金１３０，１２

０，３８７円のうち１，５００，０００円を減債積立金に積み立て、残余を繰

り越すものとする。 

２ 同法第３０条第４項の規定により、別冊のとおり令和５年度恵那市国民健康

保険診療所事業会計決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   
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議第６６号 

 

   恵那市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 恵那市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 退職者医療制度並びに被保険者証及び資格証明書の廃止に関する所要の改正を

するため、この条例を定める。 
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   恵那市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市国民健康保険条例（平成 16 年恵那市条例第 98 号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第 10条の３の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険

者（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」と

いう。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る」を削り、同条第１号ア中

「（一般被保険者に係るものに限る。）」を削り、同号イ中「第 22条」を「第

７条」に改め、「県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、」を

削り、同号カ中「退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給

付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院

時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送

費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに県が行

う国民健康保険の一般被保険者に係る」及び「及び退職被保険者等に係る国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用の額」を削り、同条第２号イ中「第 22

条」を「第７条」に改め、同号ウ中「（エにおいて「国民健康保険保険給付費等

交付金」という。）（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第 22

条の規定により読み替えられた法第 70条第１項に規定する療養の給付等に要す

る費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）」を削り、同号エ中「法附則

第９条第１項の規定により読み替えられた」及び「並びに国民健康保険保険給付

費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）」

を削る。 

 第 11条（見出しを含む。）中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険

者につき」を「被保険者につき」に改め、「（一般被保険者と退職被保険者等と

が同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみな

して算定した世帯別平等割額）」を削る。 

 第 12条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項中「一般被保

険者」を「被保険者」に改める。 

 第 14条の見出し及び同条第１項中「一般被保険者に係る」を削り、同項第２

号及び第３号ア中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。 

 第 14条の２及び第 14条の３を次のように改める。 

第 14条の２及び第 14条の３ 削除 
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 第 14条の５及び第 14条の５の２を次のように改める。 

第 14条の５及び第 14条の５の２ 削除 

 第 14条の６中「又は第 14条の２」及び「（一般被保険者と退職被保険者等が

同一の世帯に属する場合には、第 11 条の基礎賦課額と第 14 条の２の基礎賦課

額との合算額をいう。第 17条及び第 18条第１項において同じ。）」を削る。 

 第 14条の６の２の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係

る」を削り、同条第１号中「であって、県が行う国民健康保険の一般被保険者に

係るもの」を削り、同条第２号ア中「第 22条」を「第７条」に改め、同号イ中

「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。 

 第 14条の６の３の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被

保険者につき」を「被保険者につき」に改め、「（一般被保険者と退職被保険者

等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯と

みなして算定した世帯別平等割額）」を削る。 

 第 14条の６の４の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被

保険者」を「被保険者」に改める。 

 第 14条の６の６の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項各号

列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同項第１号、第２号及び第３

号ア中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。 

 第 14条の６の７及び第 14条の６の８を次のように改める。 

第 14条の６の７及び第 14条の６の８ 削除 

 第 14条の６の 10及び第 14条の６の 11を次のように改める。 

第 14条の６の 10及び第 14条の６の 11 削除 

 第 14条の６の 12中「又は第 14条の６の７」及び「（一般被保険者と退職被

保険者等が同一の世帯に属する場合には、第 14条の６の３の後期高齢者支援金

等賦課額と第 14条の６の７の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第

17条及び第 18条第１項において同じ。）」を削る。 

 第 14条の７第２号ア中「第 22条」を「第７条」に改め、同号イ中「法附則第

９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。 

 第 17条第１項中「若しくは特例対象被保険者等でなくなった」、「、第 14条

の２」及び「若しくは第 14条の６の７」を削り、「増加又は」を「増加若しく

は」に改め、「減少した場合を除く。）」の次に「又は特例対象被保険者等とな

った場合」を加え、「若しくは第 14条の５」及び「若しくは特例対象被保険者
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等ではなくなった」を削り、同条第２項中「、第 14 条の２、」を「若しくは」

に改め、「若しくは第 14条の５」を削る。 

 第 18条第１項中「又は第 14条の２」を削り、同条第４項中「又は第 14条の

２」及び「又は第 14条の６の７」を削り、同条第５項中「又は第 14条の２」を

削る。 

 第 18 条の３第１項中「又は第 14 条の５」を削り、同条第３項中「又は第 14

条の５」、「又は第 14条の６の 10」及び「、「第 14条第２項」とあるのは「第

14条の６の６第２項」と」を削り、同条第４項第１号中「又は第 14条の５」を

削り、同条第６項中「又は第 14 条の５」、「又は第 14 条の６の 10」及び「、

「第 14条第２項」とあるのは「第 14条の６の６第２項」と」を削る。 

 第 18 条の４第１項中「又は第 14 条の２」を削り、同条第３項中「又は第 14

条の２」及び「又は第 14条の６の７」を削り、同条第４項及び第５項中「又は

第 14条の２」を削り、同条第７項中「又は第 14条の２」及び「又は第 14条の

６の７」を削り、同条第８項中「又は第 14条の２」を削る。 

 第 22条第１項中「６か月」の次に「（ただし、急患等として保険医療機関又

は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が

可能となるまでの期間として最長１年）」を加える。 

 第 28 条中「第９項」を「第５項」に、「、若しくは」を「、又は」に改め、

「又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められて

これに応じない場合」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 22条及び第 28条の改正規

定は、令和６年 12月２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の恵那市国民健康保険条例第 22条の規定は、令和６

年度分の保険料のうち令和６年 12月以後の期間に係るもの及び令和７年度以

後の保険料について適用し、令和６年度分のうち令和６年 11月以前の期間に

係るもの及び令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例に

よる。 

３ 令和６年 12月２日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に
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伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第 260号）第

９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和６年 12

月２日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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議第６７号 

 

   恵那市民の歯と口腔の健康づくり推進条例の一部改正について 

 

 恵那市民の歯と口腔の健康づくり推進条例の一部を改正する条例を次のとお

り定める。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 地方公共団体における歯科保健医療業務指針の策定及び旧指針の廃止に伴い、

基本的施策の実施内容を見直すため、この条例を定める。 
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   恵那市民の歯と口腔の健康づくり推進条例の一部を改正する条例    

 

 恵那市民の歯と口腔の健康づくり推進条例（平成 26 年恵那市条例第 29 号）

の一部を次のように改正する。 

 第８条第１号中「歯科口腔保健」の次に「及び子どもの健全な口腔機能の獲得」

を加え、同条中第８号を第 10号とし、第７号を第８号とし、同号の次に次の１

号を加える。 

 （９） 災害発生時における歯科医療及び歯科保健の提供体制の確保並びに 

災害に備えた当該体制の整備を推進すること。 

 第８条第６号中「調査及び研究」を「調査研究、情報の収集及び提供並びに正

しい知識の普及啓発」に改め、同号を同条第７号とし、第５号を第６号とし、第

４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

 （４） 口腔機能が低下しやすい高齢期にある者に対して、オーラルフレイ 

ル（口腔機能が弱まっていく状態をいう。）の早期把握、回復及び予防の 

取組を推進すること。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第６８号 

 

   恵那市福祉医療費助成に関する条例の一部改正について 

 

 恵那市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定め

る。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をするため、この条例を

定める。 
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   恵那市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市福祉医療費助成に関する条例（平成 16 年恵那市条例第 66 号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１項第３号ア中「第２条の４第７項」を「第２条の４第６項」に、「第

２条の４第８項」を「第２条の４第７項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年 11月１日から施行する。 
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議第６９号 

 

   財産の取得について 

 

 次のとおり財産を取得することについて、恵那市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年恵那市条例第４２号）第３条の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 １ 契約の目的  資機材搬送車購入事業 

２ 契約の方法  指名競争入札 

３ 契約金額   ５４，９４５，０００円 

４ 契約の相手方　※※※※※※※※※※※※※
 
　　　　　　　　　※※※※　※※※※※ 

※※※※※※　※※　※ 
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議第７０号 

 

市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の道路を

市道路線として認定することについて、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

路線番号 路線名 
起点 重要な 

経過地 終点 

０５１９５ 武並町１９５号線 
恵那市武並町竹折字石仏  

恵那市武並町竹折字石仏 

０８０９０ 飯地町９０号線 
恵那市飯地町字川端  

恵那市飯地町字川端 

０８０９１ 飯地町９１号線 
恵那市飯地町字中屋  

恵那市飯地町字中屋 

０８０９２ 飯地町９２号線 
恵那市飯地町字菜畑  

恵那市飯地町字中屋 

０８０９３ 飯地町９３号線 
恵那市飯地町字中屋  

恵那市飯地町字入野 

 

 

 

 

 

 



- 26 - 

 

市道路線の認定 

路線番号 ０５１９５ 武並町１９５号線 

市道路線の認定 

路線番号 ０８０９０ 飯地町９０号線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武並駅 

国道 19号 

中央道 

武並町 127号線 

武並町１９５号線 

飯地町９０号線 

国道 418号（丸山バイパス） 

宅地分譲地 
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市道路線の認定 

路線番号 ０８０９１ 飯地町９１号線 

市道路線の認定 

路線番号 ０８０９２ 飯地町９２号線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 418号（丸山バイパス） 
飯地町９１号線 

飯地町９２号線 国道 418号（丸山バイパス） 

飯地町９３号線 

南線 



- 28 - 

 

市道路線の認定 

路線番号 ０８０９３ 飯地町９３号線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 418号（丸山バイパス） 

飯地町９３号線 

終点は八百津町との市境 

飯地町９２号線 
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議第７１号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 次の者を法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者として推薦することについて、

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

住  所  恵那市

氏  名  各務 素弘 

生年月日   

 

 

 （提案理由） 

 現委員である各務素弘氏の任期満了に伴い、再び同氏を人権擁護委員に推薦す

ることについて、議会の意見を求める。 
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議第７２号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 次の者を法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者として推薦することについて、

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

住  所  恵那市 

氏  名  市川 雅子 

生年月日  

 

 

 （提案理由） 

 現委員である市川雅子氏の任期満了に伴い、再び同氏を人権擁護委員に推薦す

ることについて、議会の意見を求める。 
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議第７３号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 次の者を法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者として推薦することについて、

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

住  所  恵那市 

氏  名  堀尾 佳裕 

生年月日  

 

 

 （提案理由） 

 現委員である堀尾佳裕氏の任期満了に伴い、再び同氏を人権擁護委員に推薦す

ることについて、議会の意見を求める。 
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議第７４号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 次の者を法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者として推薦することについて、

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

住  所  恵那市 

氏  名  堀 君史 

生年月日  

 

 

 （提案理由） 

 現委員である堀君史氏の任期満了に伴い、再び同氏を人権擁護委員に推薦する

ことについて、議会の意見を求める。 
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議第７５号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 次の者を法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者として推薦することについて、

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

 

 

  令和６年８月２８日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

住  所  恵那市 

氏  名  松岡 和美 

生年月日   

 

 

 （提案理由） 

 現委員である松岡和美氏の任期満了に伴い、再び同氏を人権擁護委員に推薦す

ることについて、議会の意見を求める。 
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